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【凡例】 

「廃棄物埋設施設における許可基準規則への適合性について(2020年 7月 7日提出版)」に対し、
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緑字：2020年 10月 2日提出版での追加又は見え消し 
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本文記載・・・「黄色」 

本文・添付書類ともに記載・・・「黄色」 

添付書類記載・・・「水色」 
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本資料に関連するコメントと反映箇所 

No. コメント 反映箇所 

1 覆土後の放射性廃棄物の発生について、p.3と p.14で異なるので整合

させること。 

・4.(ⅱ)c.覆土完了か

ら廃止措置の開始

までの間(p.3) 

・4.(4)(ⅲ)線量評価

のまとめ(p.15) 

2 覆土完了後に、廃棄施設を必要としないとするのであれば、その根拠を

示すこと。 

・4.(ⅱ)c.覆土完了か

ら廃止措置の開始

までの間(p.3) 
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1.  第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十三条及びその解釈 

 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

(廃棄施設) 

第十三条 廃棄物埋設施設には、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の

放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、必要に応じて、廃棄物埋設施設において発生する放射

性廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設（放射性廃棄物を保管廃棄する施設を除く。）を設けな

ければならない。 

2 廃棄物埋設施設には、十分な容量を有する放射性廃棄物を保管廃棄する施設を設けなければなら

ない。 

 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

第13条(廃棄施設) 

1  第 1項の「周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度

を十分に低減」については、平常時に周辺環境に対して放出される放射性物質による公衆の受ける

線量が、第8条第1項に規定する「廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ

線による事業所周辺の線量」及び第 10 条第 1 号及び第 2 号に規定する「廃棄物埋設地の外への放

射性物質」の移行により公衆の受ける線量を含め、法令に定める線量限度を超えないことはもとよ

り、ALARAの考え方の下、実効線量で50マイクロシーベルト／年以下であること。 

2  第 2項については、放射性廃棄物の保管廃棄施設は、廃棄物埋設施設から発生する放射性廃棄物

を保管廃棄する容量が十分であるとともに、放射性物質による汚染の拡大防止を考慮して設計され

ていること。 

3  第 1項及び第2項に規定する「保管廃棄する施設」とは、事業規則第2条第1項第2号リに規定

する廃気槽、廃液槽及び保管廃棄施設をいう。 

 

2.  評価対象設備 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「許可基準規則」という。）

第十三条の評価対象は、1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設で共用する 1 号廃棄物埋設施設の廃棄

施設とする。1号廃棄物埋設施設の廃棄施設とし、1号、2号及び3号廃棄物埋設施設で共用するこ

とについて検討する。 

 

3.  許可基準規則への適合のための設計方針 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設には、通常時において、周辺監視区域の外の空気中及び周辺

監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分低減できるよう、必要に応じて、1 号、2

号及び3号廃棄物埋設施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設を設け

る。 

また、1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設から発生する放射性廃棄物を保管廃棄するために十分

な容量を有する保管廃棄施設を設ける。 
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4.  許可基準規則への適合性説明 

許可基準規則第十三条（廃棄施設）への適合性について確認した結果を以下にまとめる。 

(1)  廃棄物埋設施設において発生する放射性廃棄物 

(i) 廃棄物埋設施設の特徴 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設で取り扱う廃棄体は、実用発電用原子炉の運転に伴い発

生する放射性廃棄物をセメント系充塡材等で容器に固型化したものであり、放射能濃度が低い

特徴がある。また、廃棄体の取扱いに当たっては、その容器を開放しないことを踏まえ、1号、

2号及び3号廃棄物埋設施設から発生する可能性のある放射性廃棄物を設定する。 

なお、操業開始からこれまでの間、放射性廃棄物が発生した実績はない。 

(ii) 廃棄物埋設施設において発生する放射性廃棄物 

a. 廃棄体の受入れから定置、充塡、覆い設置までの間 

放射性廃棄物の受入施設は、放射性物質の飛散を防止する設計とすることから、放射性物

質が漏えいすることはない。また、廃棄体の検査の過程において、廃棄体に異常が確認され

た場合、汚染の除去に伴い、固体廃棄物や液体廃棄物が発生する可能性があるものの、多量

に発生することは想定されない。 

b. 覆い設置から覆土完了までの間 

埋設設備は放射性物質の漏出を防止するため、雨水及び地下水と廃棄体との接触を抑制す

る設計としている。具体的には、第 1 図に示すように、外周仕切設備等により水の浸入を抑

制するとともに、ポーラスコンクリート層を設け、排水するよう設計している。また、ポー

ラスコンクリート層で排水されずに区画内に水が浸入した場合でも、水と廃棄体との接触を

抑制するため、埋設設備内をセメント系充塡材で充塡している。 

1号及び2号埋設設備では、至近5年で1号埋設設備にて 大で0.6m3/y/1基の排水が認め

られたが、これまで排水から放射性物質が検出されたことはない。 

また、覆土開始からは、周囲の地下水が上昇する可能性があるが、浸入した水が廃棄体へ

接触することを防止するために適切に排水する管理を行い、放射性物質を含む排水が発生す

る可能性を低減する。 

ただし、通常時における放射性物質を含む排水の発生を考慮し、廃棄施設を設ける。 

 

外周仕切
設備

セメント系
充塡材

廃棄体 ポーラスコンクリート層

排水

外周仕切設備覆い

排水管

水の浸入
の抑制

ポーラスコンクリート層 排水管内部防水

*1：内部仕切設備直下の内部防水は、選定された防水材・工法に応じて施工範囲を決定する。  
第1図 埋設設備への水の浸入を抑制する設計 
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c. 覆土完了後から廃止措置の開始までの間 

覆土完了後においては、廃棄体の受入れはなく、排水・監視設備も使用しないことから、

放射性廃棄物が発生することはなくい、廃棄施設は必要としない。 

なお、覆土完了から廃止措置の開始までの間は、1号、2号及び3号廃棄物埋設地近傍に地

下水採取孔を設け、廃棄物埋設地からの放射性物質の漏えいを監視する。 

覆土完了後の廃棄物埋設地近傍における地下水中の放射性物質の濃度は、覆土完了後の線

量評価より推定される。廃棄物埋設地近傍の井戸水を直接飲用する「井戸水の飲用による内

部被ばく」における地下水中の放射性物質の濃度は、廃止措置の開始までの間において、

も移行しやすいH-3について、3号廃棄物埋設地：2.9×100Bq/cm3、1号廃棄物埋設地：3.2×

101Bq/cm3、2 号廃棄物埋設地：2.5×101Bq/cm3 であり、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の

事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量告示」という。）

に示される周辺監視区域外の水中の濃度限度(6.0×101Bq/cm3)を下回る。ここで、評価では埋

設設備からの放射性物質の漏出が覆土完了直後から開始し、放射性物質の拡がりがなく、廃

棄物埋設地近傍の井戸に全量移行することを考慮しており、地下水中の放射性物質の濃度は

より小さくなると想定される。 

そのため、廃棄物埋設地近傍の地下水採取孔から採取する地下水中の放射性物質の濃度は

「線量告示」に示される周辺監視区域外の水中の濃度限度を超えることが想定されない。 

また、放射性物質の濃度の上昇は瞬時に生じるものではなく、放射性物質の漏えいの監視

を継続することにより、異常な漏えいの兆候を確認することで、放射性物質の異常な漏えい

を防止するために必要な措置を行う。 

 

(iii) 排水・監視設備からの排水を起因として発生する放射性廃棄物 

排水・監視設備からの排水を起因として発生する放射性廃棄物は以下に示すとおりである。 

a. 排水・監視設備からの排水状況の監視及び排水の分析 

排水・監視設備からの排水は、排水管ごとに採取容器に貯水し、原則として1回/週の頻度

で排水状況を監視する。 

採取した排水について、含まれる放射性物質の濃度を測定する。測定の結果、放出管理目

標値を超える濃度の放射性物質が検出された場合は、放出管理目標値を満足するように液体

廃棄物処理設備で処理する。また、分析時には容器の洗浄を行うことから、廃液が発生する。

この廃液は、液体廃棄物処理設備で処理する。 

b. 液体廃棄物処理設備及び固体廃棄物処理設備 

廃液は、サンプタンクに収集した後、サンプポンプにより収集タンクへ移送する。その後、

収集ポンプにより、ろ過器及び脱塩塔を通して処理した後、サンプルタンクに移送し貯留す

る。サンプルタンクに貯留した廃液は、水質分析を行い、放出管理目標値を満足しているこ

とを確認後、他の一般排水とともに排水口より放出する。 

液体廃棄物処理設備のろ過器逆洗水、脱塩塔使用済樹脂及び脱塩塔の洗浄水は、使用済樹

脂受タンクに移送し貯留する。使用済樹脂受タンクでは、ろ過器のスラッジ及び使用済樹脂

を沈殿させ、上澄水（使用済樹脂受タンクデカント水）は、樹脂受タンク水移送ポンプによ

り収集タンクに移送し、液体廃棄物として処理する。 

使用済樹脂受タンクにおいて沈殿させたスラッジ及び使用済樹脂は、水と分離し、ドラム
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缶に入れ、セメント固化する。固化が終了したドラム缶は、保管廃棄施設に保管廃棄又は埋

設設備に埋設する。 

第2図に液体廃棄物及び固体廃棄物処理系統概略図を示す。 

 

サンプポンプ

サンプタンク 収集タンク 収集ポンプ ろ過器 脱塩塔 サンプルタンク サンプルポンプ

排水口

使用済樹脂

受タンク

樹脂受タンク水

移送ポンプ
ドラム缶

使用済樹脂逆洗水

洗浄水

保管廃棄施設に
保管廃棄 又は
埋設設備へ埋設

 

第 2図 液体廃棄物及び固体廃棄物処理系統概略図 

c. 点検・保修作業 

液体廃棄物処理設備のろ過器のフィルタモジュール、換気空調設備のフィルタの取替を行

うことにより、ろ過器のフィルタモジュール、換気空調設備のフィルタが固体廃棄物として

発生する。また、点検・保修作業に伴い、手洗い水等の雑廃液、ウエス、ゴム手袋等の雑固

体廃棄物が発生する。 

d. 気中への移行 

排水の分析作業等において、放射性物質が空気に移行することにより気体廃棄物が発生す

る。 

 

(2)  放射性廃棄物の発生量及び放射能量の設定 

(i) 放射性物質を含む排水量及び放射性物質の濃度 

埋設設備は雨水及び地下水と廃棄体の接触を抑制し、放射性物質の漏出を防止する設計とし

ており、排水・監視設備からの排水に放射性物質が含まれる可能性は低く、これまで放射性物

質が検出されたことはない。 

ここでは、放射性廃棄物の発生量及び放射能量の設定のため、各埋設設備の排水管のうち 1

箇所の排水管からの排水に放射性物質が含まれるものとして、放射性物質を含む排水量を、埋

設設備の覆い、側壁、底版の各面よりポーラスコンクリート層へ浸入する水量より設定した。

また、排水中の放射性物質の濃度は「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等

の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量告示」という。）に示される周辺監視区

域外の水中の濃度限度を基に設定した。放射性物質を含む排水量及び放射性物質の濃度を第 1

表に示す。また、これらの算出について添付資料1に示す。 

なお、放射性物質を含む排水量の設定値は至近5年で観測された埋設設備1基の排水量の

大値(0.6m3/y÷365 日÷2 箇所≒0.8L)を包含するとともに、放射性物質の濃度についても包含

保管廃棄施設に 
保管廃棄 又は 
埋設設備へ埋設 
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する設定となっている。 

 

第 1表 放射性物質を含む排水量及び放射性物質の濃度 

埋設設備 
放射性物質を含む排水の 

1日当たりの排水量 
放射性物質の濃度 

3号埋設設備 13.7L 

H-3：6.7 Bq/cm3 

H-3以外：2.7 Bq/cm3 

1号埋設設備 2.4L 

2号埋設設備 4.3L 

合計 20.4L*1 

*1:20.4L/d×365d ＝ 7446L/y ≒ 8m3/y 

 

(ii) 年間当たりの放射性廃棄物の発生量 

a. 前提条件 

放射性廃棄物の発生量の算出のための前提条件を第2表に示す。 

＜排水分析の頻度＞ 

排水・監視設備の排水管1箇所からの排水量は、3号埋設設備：13.7L/日、1号埋設設備：

2.4L/日、2号埋設設備：4.3L/日とした。1週間当たりの排水量は、3号埋設設備：約96L/週、

1号埋設設備：約17L/週、2号埋設設備：約30L/週となり、20Lの容器での排水の回収を前提

とすると、排水分析の頻度は3号埋設設備では7回/週、1号埋設設備では1回/週、2号埋設

設備では2回/週となる。また、排水分析の際の洗浄水は1回当たり10L使用すると想定する。 

＜液体廃棄物処理設備の樹脂等の取替頻度＞ 

液体廃棄物処理設備の脱塩塔樹脂、ろ過器フィルタモジュールの取替は 50m3 の液体廃棄物

を処理した際に必要となるが、1 回/年での取替とする。また、換気空調設備のフィルタは 1

回/6年での取替とする。 

＜点検・保修に伴い発生する放射性廃棄物＞ 

排水分析や液体廃棄物処理設備及び換気空調設備等の点検・保修に伴い発生する雑廃液に

ついては1人当たり10L、雑固体廃棄物については1人当たり0.2kg発生すると想定し、入域

延べ人数に応じた量が発生するとする。 

＜入域延べ人数＞ 

第3表に入域延べ人数の算出結果を示す。入域延べ人数は600人/年とする。 
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第 2表 放射性廃棄物発生量の算出のための前提条件 

項目 数量 備考 

排水分析 10回/週 
3号:7回/週、1号:1回/週、 

2号:2回/週 

洗浄水 10L/回  

使用済樹脂受タンクデカント水 2m3/年 50m3処理で発生する量 

・脱塩塔樹脂：63.4kg(dry) 

・ろ過器フィルタモジュール 

        :3モジュール 

脱塩塔樹脂の取替 1回/年 

ろ過器フィルタモジュールの取替 1回/年 

換気空調設備フィルタの取替 1回/6年 フィルタ重量216kg 

雑廃液 10L×入域延べ人数  

雑固体廃棄物 0.2kg×入域延べ人数  

 

第 3表 入域延べ人数の算出結果 

項目 数量 入域延べ人数 備考 

排水分析 1人/回 520人/年 1人/回×10回/週×52週/年 

脱塩塔樹脂の取替・処理 

(セメント固化含む) 
3日×5人/回 15人/年 3日×5人/回×1回/年 

ろ過器フィルタモジュールの

取替 
3日×5人/回 15人/年 3日×5人/回×1回/年 

換気空調設備フィルタの取替 3日×5人/回 3人/年 3日×5人/回×1回/6年 

合計 553人/年 600人/年とする 

 

b. 液体廃棄物の年間発生量 

液体廃棄物として発生するものは、排水・監視設備からの排水、洗浄水、使用済樹脂受タ

ンクデカント水、雑廃液である。a.の前提条件にて、液体廃棄物の年間発生量を第 4 表のと

おり算出すると22m3となる。 

 

第 4表 液体廃棄物の年間発生量 

項目 年間発生量（m3） 備考 

液-1 排水・監視設備からの排水 8 20.4L×365日 

液-2 洗浄水 6 10回/週×52週×10L 

液-3 使用済樹脂受タンクデカント水 2  

液-4 雑廃液 6 10L×入域延べ人数600人 

合計 22  

 

c. 固体廃棄物の年間発生量 

固体廃棄物として発生するものは、使用済樹脂、ろ過器フィルタモジュール、換気空調設

備フィルタ、雑固体廃棄物である。a.の前提条件にて、固体廃棄物の年間発生量を第 5 表の
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とおり算出すると200Lドラム缶7本となる。 

固体廃棄物のうち、使用済樹脂をセメントで固化した 4 本は埋設設備に埋設又は保管廃棄

施設に保管廃棄し、その他の3本は保管廃棄施設に保管廃棄する。 

 

第 5表 固体廃棄物の年間発生量 

項目 処理 

年間発生量 

備考 
発生量 

200L 

ドラム缶 

固-1 使用済樹脂 
セメント

固化 
63.4kg(dry) 4本 

ドラム缶1本当たりに充塡可

能な量は17kg(dry) 

固-2 
ろ過器フィルタモ

ジュール 

ドラム缶

封入 
3モジュール 0.3本 

ドラム缶1本当たりに封入可

能な量は10モジュール 

固-3 
換気空調設備 

フィルタ 

ドラム缶

封入 
36kg 1.2本 

216kg÷6年=36kg 

ドラム缶1本当たりに封入可

能な量は30kg 

固-4 雑固体廃棄物 
ドラム缶

封入 
120kg 1.5本 

0.2kg×入域延べ人数600人 

ドラム缶1本当たりに封入可

能な量は80kg 

合計 7本  

 

d. その他の固体廃棄物 

廃棄物埋設施設ではこれまで液体廃棄物処理設備及び固体廃棄物処理設備を使用した実績

はない。一方、今後、これらの設備を使用した際には、機器の交換に伴って、タンク類、ポ

ンプ類、配管類等の比較的大型の放射性廃棄物が発生する可能性がある。これらの固体廃棄

物は切断等を行い、容器に収納した後、保管廃棄施設にて保管廃棄する予定であるが、一部

容器に収納不可能なものが発生する可能性があり、これらは、難燃性シートの二重包装等に

より放射性物質が飛散しない状態とし、保管廃棄する。 

(iii) 放射能量の設定 

a. 気体廃棄物に含まれる放射能量の設定 

気体廃棄物は、排水・監視設備から回収する排水の分析作業における空気への移行による

ものが主であり、気中に移行する放射性物質の割合を以下のとおり設定する。 

 気中に移行する放射性物質の割合 = 飛散率×状態係数×取扱係数 

ここで、状態係数は粉末状(×10)、液状(×1)、塊状(×0.1)のうち液状とし、取扱係数は

加熱(×100)、化学反応等(×10)、一般的操作(×1)、静置(×0.1)のうち一般的操作の値とし

た。 

換気空調設備のフィルタによる除染を見込まないものとし、第 6 表のとおり気体廃棄物の

年間推定 大放出放射能量を設定する。 

なお、合計の放射能量は切り上げて設定する。 
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第 6表 気体廃棄物の年間推定 大放出放射能量 

項目 核種 
放射能濃度

(Bq/m3) 

排水発生量 

(m3) 
飛散率*1 

状態 

係数*1 

取扱 

係数*1 

放射能量 

(Bq) 

気中への移行 
H-3 6.7×106 

8 
1×10-3 1 1 5.4×104 

H-3以外 2.7×106 1×10-4 1 1 2.2×103 

*1:放射性物質の種々の取扱条件での飛散率の概算法（高田茂ほか、日本アイソトープ協会、1983） 

    

合計 

核種 
放射能量 

(Bq) 

    H-3 6×104 

    H-3以外 3×103 

 

b. 液体廃棄物に含まれる放射能量の設定 

1号、2号及び3号廃棄物埋設施設で発生する液体廃棄物は液体廃棄物処理設備で処理した

後に放出するが、液体廃棄物処理系での除染を見込まないものとし、第 7 表に示すとおり液

体廃棄物の年間推定 大放出放射能量を設定する。 

ここで、洗浄水に放射性物質は含まれず、使用済樹脂受タンクデカント水及び雑廃液は、

機器等に付着した放射性物質が移行することを想定し設定する。 

なお、合計の放射能量は切り上げて設定する。 
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第 7表 液体廃棄物の年間推定 大放出放射能量 

項目 核種 
放射能濃度の 

設定方法 

放射能濃度 

（Bq/m3） 

発生量 

（m3） 

放射能量 

（Bq） 

液-1 
排水・監視設備 

からの排水 

H-3 排水の放射能濃度

相当 

6.7×106 
8 

5.4×107 

H-3以外 2.7×106 2.2×107 

液-2 洗浄水 
H-3 

－ 
0 

6 
0 

H-3以外 0 0 

液-3 
使用済樹脂受タ

ンクデカント水 

H-3 排水の放射能濃度

相当 

6.7×106 
2 

1.3×107 

H-3以外 2.7×106 5.4×106 

液-4 雑廃液 
H-3 

混入率1%*1 
6.7×104 

6 
4.0×105 

H-3以外 2.7×104 1.6×105 

合計放射能量 
H-3 - 

22 
6.7×107 

H-3以外 - 2.8×107 

*1:排気・排水に係る放射性同位元素濃度管理ガイドライン（(社)日本医学放射線学会ほか、2001） 

 合計 

核種 
放射能量 

（Bq） 

H-3 7×107 

H-3以外 3×107 

 

(iv) まとめ 

年間当たりの放射性廃棄物の発生量及び放射能量の設定を第3図に示す。 

 

固-1
使用済樹脂

4本

サンプタンク

サンプポンプ

収集タンク 収集ポンプ ろ過器 脱塩塔 サンプルタンク サンプルポンプ

排水口

使用済樹脂

受タンク

樹脂受タンク水

移送ポンプ

ドラム缶

使用済樹脂逆洗水

気中への移行

H-3 ：5.4×104 Bq → 6×104 Bq
H-3以外：2.2×103 Bq → 3×103 Bq

液-4 雑廃液
6m3

H-3 ：4.0×105 Bq
H-3以外：1.6×105 Bq

液-2 洗浄水
6m3

換気空調設備

・排水・監視設備からの排水
・分析廃液

14m3

H-3 ：5.4×107 Bq
H-3以外：2.2×107 Bq

液体廃棄物処理設備

固体廃棄物処理設備

液-3 使用済樹脂受タンクデカント水
2m3

H-3 ：1.3×107 Bq
H-3以外：5.4×106 Bq

固-4 雑固体廃棄物
120kg(ドラム缶1.5本)

保管廃棄
保管廃棄又は
埋設設備へ埋設

大気

点検・保修

固-3 換気空調設備フィルタ
36kg(ドラム缶1.2本)

固-2 ろ過器フィルタモジュール
3モジュール(ドラム缶0.3本)

液-1：排水・監視設備からの排水
8m3

H-3 ：5.4×107 Bq
H-3以外：2.2×107 Bq

分析

排水口より放出
22m3

H-3 ：6.7×107 Bq → 7×107 Bq
H-3以外：2.8×107 Bq → 3×107 Bq

切り上げ

切り上げ

固-1
使用済樹脂
63.4kg
(ドラム缶4本)

ドラム缶

洗浄水

 
第 3図 年間当たりの放射性廃棄物の発生量及び放射能量の設定 
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(3)  廃棄施設 

(i) 気体廃棄物の廃棄施設 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設において発生すると想定される気体廃棄物は、排水・監

視設備から回収する排水の分析等の作業において発生する廃棄物である。 

1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設で取り扱う廃棄体は、放射能濃度が低い特徴があり、排

水・監視設備から回収する排水中に含まれる放射性物質の濃度は低いものと想定される。また、

「(2)(ⅲ) a.気体廃棄物に含まれる放射能量の設定」に示すように、分析等の作業に伴って空

気に移行する放射性物質の割合は 1×10-3～1×10-4 と十分小さく、気体廃棄物の年間推定 大

放出放射能量は、H-3 について 6×104Bq、H-3 以外について3×103Bq と見積もっている。ここ

で、年間推定 大放出放射能量を換気空調設備の交換空気量（約 1×1012cm3/3 ヶ月）で除する

ことにより求めた空気中の放射性物質の濃度は、周辺監視区域外における空気中の濃度限度を

大きく下回り（例えばH-3については、濃度限度に対して約1×10-6倍）、空気中の濃度限度を

超えることは想定されず、気体廃棄物の廃棄施設は設置しないことから、「廃棄物埋設事業変

更許可申請書」(平成 10 年 10 月 8日付け、10安(廃規)第 49 号をもって事業変更許可)（以下

「既許可申請書」という。）からの変更はない。 

なお、操業中は、換気空調設備の排気口において、排気中の放射性物質濃度が「線量告示」

に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を十分下回ることを確認する。 

(ii) 液体廃棄物の廃棄施設（既設共用） 

a. 構造 

1号、2号及び3号廃棄物埋設施設において発生すると想定される液体廃棄物は、排水・監

視設備からの排水及び排水の分析において付随的に発生する廃液並びに設備・機器の点検、

保修により発生する廃液である。これらは必要に応じてろ過等の処理を行った後、放射性物

質の濃度が周辺監視区域外の水中の濃度限度を十分下回ることを確認して、事業所外へ放出

できる構造とする。 

b. 主要な設備及び機器 

主要な設備及び機器の種類並びに設置場所は、第8表のとおりである。 

 

第 8表 主要な設備及び機器の種類並びに設置場所（液体廃棄物処理設備） 

設備 主要な機器 設置場所 

液体廃棄物処理設備 

・収集タンク 1基(容量 3m3) 

低レベル廃棄物管理建屋 

・ろ過装置   一式(能力 1m3/h) 

ろ過器 (中空糸膜式) 

脱塩塔 

・サンプルタンク 1基(容量 3m3) 

これらにより周辺環境へ放出する液体廃棄物の放射性物質の濃度を適切に低減する。また、

配管等は漏えいし難い構造としているが、液体廃棄物の外部への万一の漏出を防止するため、

液体廃棄物処理設備を設置する区画等に堰を設ける等（床及び壁の一部を樹脂塗装とする、

ドレン配管を設ける）必要な対策を講ずる。 
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c. 廃棄物の処理能力 

液体廃棄物処理設備の処理能力は、3時間で1バッチ、3m3とする。 

なお、1号、2号及び3号廃棄物埋設施設において発生すると想定される液体廃棄物の量は、

液体廃棄物処理設備の処理能力に対して十分小さいことから廃液槽は設置しない。 

d. 排水口の位置 

排水口の位置は、低レベル廃棄物管理建屋（以下「管理建屋」という。）南側約1㎞の尾駮

沼に接する地点とする。 

e. 許可基準規則への適合性について 

1号、2号及び3号廃棄物埋設施設には液体廃棄物の廃棄施設として、1号、2号及び3号

廃棄物埋設施設において発生する液体廃棄物について、ろ過等の処理を行い、周辺監視区域

境界における水中の濃度を十分に低減できる能力を有する液体廃棄物処理設備を設ける。 

1号、2号及び3号廃棄物埋設施設において発生すると想定される液体廃棄物は、排水・監

視設備からの排水及び排水の分析において付随的に発生する廃液並びに設備・機器の点検、

保修により発生する廃液であり、第2表及び第3表の条件で算出した年間推定 大発生量は

第4表に示すとおり22m3である。 

なお、ここでは、1週間当たり1回の処理を想定する。 

排水・監視設備からの排水は、保守的な前提で評価した1日当たりの 大排水量0.02m3が

毎日発生すると想定し、1週間当たりでは0.14m3となる。 

排水の分析において付随的に発生する廃液には、排水分析の際の洗浄水及び排水分析の作

業に伴って発生する雑廃液がある。それぞれの発生量は 1 週間当たりで 0.1m3ずつと想定し

合計で0.2m3となる。 

設備・機器の点検、保修により発生する廃液には脱塩塔樹脂の取替・処理及びろ過器フィ

ルタモジュールの取替に伴って発生する雑廃液、使用済樹脂受タンクデカント水及び、換気

空調設備フィルタの取替に伴って発生する雑廃液がある。1 年に 1 回の頻度で実施する脱塩

塔樹脂の取替・処理及びろ過器フィルタモジュールの取替に伴って発生する雑廃液の発生量

は、3日間の作業に伴って発生する雑廃液の量をそれぞれ0.15m3ずつと想定し、合計で0.3m3

となる。これにあわせて、使用済樹脂受タンクデカント水 2m3 が発生する。また、6 年に 1

回の頻度で実施する換気空調設備フィルタの取替を同時に実施することを想定すると、3 日

間の作業に伴って発生する雑廃液の発生量は0.15m3となり、設備・機器の点検、保修により

発生する廃液の発生量は2.45m3となる。 

以上から、1 週間当たりにおいて、連続的に発生すると想定される排水・監視設備からの

排水(0.14m3)及び排水の分析において付随的に発生する廃液(0.2m3)と1年に1回程度発生す

ると想定される設備・機器の点検、保修により発生する廃液(2.45m3)が、同時に発生する場

合が液体廃棄物の 大の発生量(約 2.8m3)となるが、発生量は収集タンクの容量である 3m3

以下であること、液体廃棄物処理設備の処理能力は 1 日当たり 3 時間で 1 バッチ 3m3である

ことから、十分な処理能力を有する。 

以上から、液体廃棄物の廃棄施設は既許可申請書からの変更はなく、1 号廃棄物埋設施設

の廃棄施設について1号、2号及び3号廃棄物埋設施設共用とする。 
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(iii) 固体廃棄物の廃棄施設（既設共用） 

a. 構造 

1号、2号及び3号廃棄物埋設施設において発生する可能性がある固体廃棄物は、液体廃棄

物処理設備の脱塩塔から発生する使用済樹脂及び液体廃棄物処理設備のろ過器の逆洗により

発生するスラッジ並びに 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設の操業に伴う作業及び設備・機

器の点検、保修により発生する固体状の廃棄物である。固体廃棄物処理設備は、液体廃棄物

処理設備から発生する使用済樹脂等をドラム缶にセメントで固型化できる構造とする。 

また、作業等に伴って発生する固体状の廃棄物をドラム缶に詰めた後、管理建屋内に保管

廃棄できる構造とする。保管廃棄施設の配置図を第4図に示す。 

b. 主要な設備及び機器の種類 

主要な設備及び機器の種類並びに設置場所は、第9表のとおりである。 

 

第 9表 主要な設備及び機器の種類並びに設置場所（固体廃棄物処理設備） 

設備 主要な機器 設置場所 

固体廃棄物処理設備 

・使用済樹脂受タンク 1基(容量2m3) 

・固化装置（インドラムミキサ等） 

一式（能力 3h/バッチ） 

低レベル廃棄物管理建屋 

 

c. 廃棄物の処理能力 

固体廃棄物処理設備は、液体廃棄物処理設備で発生する使用済樹脂等をドラム缶に固型化

するのに十分対処できるものとする。 

d. 保管廃棄施設の 大保管廃棄能力 

大保管廃棄能力は、200Lドラム缶80本である。 

e. その他 

1号、2号及び3号廃棄物埋設施設の操業に伴う作業及び設備・機器の点検、保修により発

生する固体廃棄物のうち、ドラム缶の容器に収納可能なものは、放射性物質が飛散しないよ

うに、可燃性及び不燃性の廃棄物に区別して難燃性の袋等に梱包し、鋼製のドラム缶の容器

に封入する。ドラム缶の容器は 4 本入りのボックスパレットに入れ、4 本×10 区画×2 段で

保管廃棄する。 

ドラム缶の容器に収納不可能な大型のものは、必要に応じて切断等を行い、難燃性シート

の二重包装等により放射性物質が飛散しない状態とし、保管廃棄する。 

f. 許可基準規則への適合性について 

1号、2号及び3号廃棄物埋設施設には固体廃棄物の廃棄施設として、液体廃棄物処理設備

で発生する使用済樹脂等をドラム缶に固型化するのに十分対処できる処理能力を有する固体

廃棄物処理設備を設ける。また、1号、2号及び3号廃棄物埋設施設で発生する固体廃棄物を

保管廃棄する保管廃棄施設を設ける。 

1号、2号及び3号廃棄物埋設施設において発生すると想定される固体廃棄物は、液体廃棄

物処理設備の脱塩塔から発生する使用済樹脂及び液体廃棄物処理設備のろ過器の逆洗により

発生するスラッジ並びに 1 号、2 号及び 3 号廃棄物埋設施設の操業に伴う作業及び設備・機

器の点検、保修により発生する固体状の廃棄物であり、これらの年間推定 大発生量は200L
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ドラム缶換算で約7本である。保管廃棄施設の 大保管廃棄能力は200Lドラム缶80本であ

り、十分な容量を有する。 

なお、2019年度末時点での保管廃棄数量は0本である。 

保管廃棄施設で保管廃棄する放射性廃棄物は固体廃棄物のみであり、放射性物質の流出に

よる汚染拡大のおそれはない。また、固体廃棄物のうち、使用済樹脂等はドラム缶に固型化

すること、1号、2号及び3号廃棄物埋設施設の操業に伴う作業及び設備・機器の点検、保修

により発生する固体廃棄物は放射性物質が飛散しない状態として保管廃棄することから、放

射性物質の飛散による汚染の拡大のおそれはない。 

以上から、固体廃棄物の廃棄施設は既許可申請書からの変更はなく、1 号廃棄物埋設施設

の廃棄施設について1号、2号及び3号廃棄物埋設施設共用とする。 

 

  

第4図 保管廃棄施設の配置図 
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(4)  線量評価 

平常時における1号、2号及び3号廃棄物埋設施設から環境への放射性物質の放出については、

第6表及び第7表に示した気体廃棄物及び液体廃棄物の放出を対象とし、公衆の受ける線量の評

価を行う。また、線量評価に使用したパラメータを添付資料2に示す。 

(i) 気体廃棄物の放出による線量評価 

a. 評価条件 

換気空調設備から放出する気体廃棄物中の放射性物質が大気中を移行し、それを吸入摂取

することによる内部被ばくは、敷地境界外に居住する人を対象として、(1)式を用いて評価す

る。 

なお、気体廃棄物の大気放出に関連したその他の線量評価シナリオの線量は、いずれも吸

入摂取と同等又は十分に小さく、気体廃棄物の放出量も小さいことから吸入摂取で評価する。 

𝐷𝑖𝑛ℎ 𝑄 𝑖 ∙ 𝜒/𝑄 ∙ 𝐼𝑖𝑛ℎ ∙ 𝐷𝐶𝐹𝑖𝑛ℎ 𝑖
𝑖

 
 

(1) 

𝐷𝑖𝑛ℎ   ： 吸入摂取による線量(Sv/y)  

𝑄 𝑖   ： 換気空調設備から放出する気体廃棄物中の核種iの量(Bq/y)  

𝜒/𝑄  ： 相対濃度(h/m3)  

𝐼𝑖𝑛ℎ   ： 呼吸率(m3/h)  

𝐷𝐶𝐹𝑖𝑛ℎ 𝑖   ： 核種 iの吸入摂取による線量換算係数(Sv/Bq)  

b. 評価結果 

公衆の受ける線量は、約3.5×10-6μSv/yとなる。 

(ii) 液体廃棄物の放出による線量評価 

a. 評価条件 

排水口から放出する液体廃棄物中の放射性物質が移行する尾駮沼の水産物の摂取による内

部被ばくは、食生活が標準的である人で、尾駮沼の水産物を摂取する人を対象として、(2)式

を用いて評価する。 

𝐷𝑎𝑞 𝑝, 𝑡 𝐶𝑠 𝑖 ∙ 𝐶𝐹𝑎𝑞 𝑖,𝑚 ∙ 𝑀𝑎𝑞 𝑚 ∙ 𝑓𝑎𝑞 𝑝,𝑚 ∙ 𝐷𝐶𝐹𝑖𝑛𝑔 𝑖
𝑚𝑖

 
 

(2) 

𝐷𝑎𝑞 𝑝, 𝑡   ： 尾駮沼水中の水産物の摂取による線量(Sv/y)  

𝐶𝑠 𝑖  ： 尾駮沼水中の核種 iの濃度(Bq/m3)  

𝐶𝐹𝑎𝑞 𝑖,𝑚   ： 水産物mにおける核種 iの濃縮係数(m3/kg)  

𝑀𝑎𝑞 𝑚   ： 水産物mの摂取量(kg/y)  

𝑓𝑎𝑞 𝑝,𝑚   ： 被ばく者 pの水産物mの市場希釈係数(-)； 1とした。  

𝐷𝐶𝐹𝑖𝑛𝑔 𝑖   ： 核種 iの経口摂取による線量換算係数(Sv/Bq)  

𝐶𝑠 𝑖
𝐹 𝑖
𝑄𝑠0

 
 

(3) 

𝐹 𝑖   ： 放出する液体廃棄物中の核種 iの量(Bq/y)  

𝑄𝑠0 ： 尾駮沼の交換水量(m3/y)  
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b. 評価結果 

公衆の受ける線量は、約1.7×10-2μSv/yとなる。 

(iii) 線量評価のまとめ 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間において考慮するシナリオに

ついて、換気空調設備から放出する気体廃棄物中の放射性物質の吸入摂取により公衆の受ける

線量は周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の放射性物質の放出により公衆の受ける線量

は約3.5×10-6μSv/y、液体廃棄物中の放射性物質が移行する尾駮沼の水産物摂取により公衆の

受ける線量は周辺監視区域の境界における放射性物質の放出により公衆の受ける線量は約 1.7

×10-2μSv/y となる。また、廃棄物埋設施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線

により公衆の受ける線量（第八条で評価）は約26μSv/yである。 

なお、この期間は、埋設設備により放射性物質の漏出を防止する機能を有することから、廃

棄物埋設地の外への放射性物質の移行（第十条で評価）は発生しない。 

覆土完了から廃止措置の開始までの間において考慮するシナリオについて、周辺監視区域の

外の空気中の放射性物質の放射性物質の放出により公衆の受ける線量は約3.5×10-6μSv/y、周

辺監視区域の境界における放射性物質の放出により公衆の受ける線量は約 1.7×10-2μSv/y と

なる。また、廃棄物埋設地の外への放射性物質の移行により公衆の受ける線量は約 3.8μSv/y

となる。 

なお、この期間は、放射性廃棄物は発生せず、換気空調設備から放出する気体廃棄物中の放

射性物質の吸入摂取による内部被ばく及び液体廃棄物中の放射性物質が移行する尾駮沼の水

産物摂取による内部被ばくは発生しない。 

なお、この期間については、覆土完了後に廃棄施設等を供用することを想定し、周辺監視区

域の外の空気中の放射性物質の放射性物質の放出により公衆の受ける線量及び周辺監視区域

の境界における放射性物質の放出により公衆の受ける線量を足しあわせる。また、この期間は

十分な厚さの覆土があるため、周辺監視区域の廃止後に敷地内へ立ち入る人の外部被ばく線量

影響は無視できる。 

以上から、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間において公衆の受け

る線量は約 26μSv/y、覆土完了から廃止措置の開始までの間において公衆の受ける線量は約

3.8μSv/yとなり、平常時において実効線量で50μSv/y以下を達成できる設計となっている。 

 

 

 


